
 

 

別添 

 

第２２回鳥取県ジュニア美術展覧会運営業務仕様書 

 

 

１ 業務概要 

（１） 業務名 

第２２回鳥取県ジュニア美術展覧会運営業務（以下「本業務」という。） 

（２） 事業目的及び概要 

児童及び生徒等の創作作品を発表する場を提供し、出展機会を拡大することで、文化芸術活動 

への意欲を高めることを目的に、県内の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校（小学部及 

び中学部）に在学する児童生徒の美術作品を展示する「鳥取県ジュニア美術展覧会」（以下「ジュ 

ニア県展」という。）を開催する。 

実施概要 

会場 日時 場所 

西部地区 

令和 6 年 12 月 7 日(土)から令和 6 年 12 月 16 日(月)

まで 

午前 10 時から午後 6時まで 

米子市美術館 

（米子市中町 12） 

中部地区 

令和 6 年 12 月 21 日(土)から令和 7年 1 月 5 日(日)ま

で 

午前 9時から午後 5時まで 

倉吉博物館 

（倉吉市仲ノ町 3445-8） 

 

東部地区 

令和 7年１月 25 日（土）から令和 7年 2月 2日（日）

まで 

午前 9時から午後 5時まで 

鳥取県立博物館 

（鳥取市東町二丁目 124） 

※展示は、入賞および各地区の入選作品を展示する。 

※表彰式は、令和 6年 12 月 8日(日)に倉吉未来中心（倉吉市駄経寺町 212-5）において開催を 

 予定。 

※本業務において、東部、中部及び西部とは次の地区をいう。 

     東部：鳥取市、岩美郡及び八頭郡 

     中部：倉吉市及び東伯郡 

     西部：米子市、境港市、西伯郡及び日野郡 

（３） 業務期間 

     契約締結日から令和７年３月３１日（月）までとする。 

     

２ 業務内容等 

受注者は、本業務として、次に掲げる業務を行うこと。（詳細を別紙１及び２に記載） 

（１） 共通事項 

ア 受注者は、進行管理に必要な主たる担当責任者を配置し、円滑に業務を実施すること。業務

の遂行にあたっては、逐次、県へ確認・報告の連絡をし、両者連携して本業務を進めること。 

イ 受注者は、別紙１を参考に必要な人員を確保すること。作業員の配置体制は、美術品取扱い

の実技研修を受け、かつ、実務経験のある専門作業員を責任者として配置し、一般作業員は、そ



 

 

の美術専門作業員の指示・監督のもとに適切に本業務を行うことのできる体制とする。（各作

業別の配置人数は、別紙１のとおりとする。） 

ウ 受注者は、本業務に必要な物品を受注者において準備すること。県が貸与及び受注者の判断

により購入した物品は、県の所有に帰属するものであること。 

上記については、委託期間満了後速やかに県に返還すること。 

エ 出品作品について 

ジュニア県展に係る出品作品（以下「作品」という。）の予定点数は、6,500 点とし、

内訳等については、参考資料１「第２１回鳥取県ジュニア美術展覧会の開催結果」を参照

すること。作品規格については、参考資料２「第２１回鳥取県ジュニア美術展覧会開催要

項」を参照すること。 

オ 保険 

作品には保険を掛けることとし、保険金は、作品総評価額を 32,000,000 円として算出するこ

と。なお、保険は展示一貫保険とし、保険金で作品の全額を補償すること。 

カ 作品の管理、保管及び運搬 

作品の募集、受付、整理、保管、展示、返却等一連の業務に係る作品管理を適正に行うこと。 

また、作品の保管は、受注者の責任において作品の破損及び状態変化が起こらぬよう万全を期 

し、作品管理・保全に適した車輌又は倉庫を手配し、運搬、保管及び管理すること。 

キ こん包・開こん等作業 

     こん包、開こん、陳列、展示、撤去等、作品の取扱いに当たっては、作品の破損を避けるため、

作品に適したこん包等資材を使用すること。（例：薄葉紙、クラフト紙、エアキャップ、綿ふと

ん、木枠、巻段ボールなど） 

開こんについては、県の指示により作業を行うこととし、作品の損傷の状態を確認する上で、

こん包する作業員と開こんする作業員は、同一の者とすること。 

     こん包等資材は、受注者の負担とすること。 

ク 個人情報の保護  

（ア）受注者は、本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報・

死者情報の取扱いに係る特記事項」（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならな

い。  

（イ）受注者は、業務を発注者の承認を受けて第三者に再委託する場合、当該受注者に対 

して特記事項を遵守させなければならない。 

 

（２）各業務別事項 

 ア 作品受付（別紙１作業区分１から３まで） 

（ア） 学校・団体経由の出品は、作品受付前に、出品申込一覧表（県が作成し、県のホームペ

ージ上に掲載するもの。）のデータをメールで受け取り、確認及び整理を行う。個人か

らの出品については、県がデータを提供する（出品申込を電子申請で受け付け、県で取

りまとめることを想定。）。なお、以降のデータ入力、編集及び管理のためのパソコン

等機器類は受注者で用意すること。 

（イ） 東部、中部、及び西部の各会場で出品作品を受領する。 

（ウ） 作品をこん包し、点数を確認したうえで集荷する。集荷した作品は受注者で手配した保

管場所で適正に保管する。 

（エ） 作品をこん包し、点数を確認したうえで搬出する。また、搬出した作品は受注者で手配



 

 

した保管場所で適正に保管すること。 

イ 審査会準備（別紙１作業区分４） 

（ア） 規格外作品をチェックし、審査対象作品と分ける。規格外作品は選外作品と同時に返却

を行うため、それまで保管場所で保管する。 

（イ） 出品申込一覧表及び作品票の確認を行い、作品と照らし合わせて出品数を確定させ、受

付作品リストを作成する。受付作品リストについては、誤字及び脱字等のチェッ 

クも行うこと。必要に応じて各出品者への確認等を行うこと。 

（ウ） 全作品を部門別、学年別に仕分け及びこん包して搬出する。 

 ウ 審査会（別紙１作業区分５から６まで） ※開催予定：令和６年１０月２８日（月） 

（ア） 審査会前日及び当日に審査会場の設営を行う。 

（イ） 審査会当日は審査員の指示のもと、作品の並べ替え作業、審査結果集約作業の補助を行

う。 

（ウ） 審査結果を受けて、受賞作品の写真撮影を行う。（知事賞及び教育長賞６０枚程度）な

お、審査会当日に撮影することが難しい場合は、後日可能な限り速やかに行うこととす

る。 

（エ） 審査会終了後、作品を仕分けし・こん包して搬出し、審査会場の復旧を行う。 

（オ） 審査員の昼食弁当を用意する。（お茶付き、９００円／個程度、２２名を想定） 

エ 展覧会準備（別紙１作業区分７） 

（ア） 県が提供する審査結果リスト及び入賞・入選作品リスト（以下、「入選作品リスト」

という。）をもとに、入賞・入選作品と選外作品を選別する。 

（イ） 入賞・入選作品及び作品用キャプションを県が提供する展示作品用台紙に貼り付け

る。 

（ウ） 展示計画（各展示会場のレイアウト）を作成する。 

  オ 選外返却（別紙１作業区分８） 

（ア） 学校及び団体出品作品については、各学校、団体別に仕分け、こん包したうえで、

各学校、団体を回り返却を行う。 

（イ） 個人出品作品については梱包し、鳥取・倉吉・米子に返却会場（各６日間以上。な

お、期間中に土曜日又は日曜日を１日以上含むこと。）を設けて出品者に返却する。

なお、希望者には着払宅配便等で送付すること。 

（ウ） 申込時に返却不要とした人の作品は県に返却すること。 

  カ 展示及び表彰式（別紙１作業区分９から１８まで） 

（ア） 西部地区展示 

ａ 入賞及び入選作品を搬入し、展示作業を行う。 

ｂ 受付（アンケートの配置含む）、立看板等を設置する。 

c 展示期間終了後に、作品の撤去を行う。 

e 西部地区展示会場（米子市美術館）の会場使用料を支払う。（使用申請期間等は、

別紙１に記載。金額は２０万円程度を見込むこと。） 

（イ） 中部地区展示 

ａ 入賞及び入選作品を搬入し、展示作業を行う。 

ｂ 受付（アンケートの配置含む）、懸垂幕及び立看板等を設置する。 

c 展示期間終了後に、作品の撤去を行う。 

（ウ） 東部地区展示 



 

 

上記（イ）と同様に行う。 

    （エ） 表彰式 

ａ  県が業者を手配し表彰式当日に撮影した集合記念写真を、後日受賞者に郵送す 

る。 

ｂ  表彰式会場の設営を補助する。 

 

  キ 入選返却（別紙１作業区分１９） 

    上記「オ 選外返却」と同様に行う。 

  ク 物品及び印刷物（詳細を別紙２に記載）  

（ア） 開催要項 

県が作成した開催要項（開催期日、出品規格等を掲載した要項）を、関係団体等に送付す

る。 

ａ 別途県から提供する送付先に直接送付する。 

ｂ 県が作成する送付文を添付すること。送付文及び部数は納入先によって異なるので

注意すること。 

（イ） ポスター 

県が作成したジュニア県展用ポスターを関係団体等に送付する。 

ａ 別途県から提供する送付先に直接送付する。 

ｂ 県が作成する送付文を添付すること。送付文及び部数は納入先によって異なるので

注意すること。 

（ウ） チラシ 

ジュニア県展用チラシを作成し、送付する。 

ａ 県から提供する版下データをもとに作成する。 

ｂ 県への納品分以外は、別途県から提供する送付先に直接送付する。 

ｃ 県が作成する送付文を添付すること。送付文及び部数は納入先によって異なるので

注意すること。 

（エ） 作品キャプション 

展示作品の作品名、出品者名等を記載したキャプションを作成する。 

ａ 県から提供するエクセルファイルの原稿をもとに作成すること。 

ｂ 「ウ 審査会」で入賞及び入選作品を決定し、それ以降に受注者が作成する入選

作品リストをもとに作成するため、すべての記載内容及び作成枚数の確定は 

１１月上旬の予定とする。 

       ｃ 作成後に修正がある場合は、再度作成し納品すること。 

（オ） 賞札 

展示作品の賞（特別賞・知事賞・教育長賞・奨励賞）を記載した賞札を作成する。 

ａ 県から提供するワードファイルの原稿をもとに教科書体にて作成すること。 

（カ） 講評キャプション 

展示作品の講評を記録したキャプションを作成する。（入賞作品のみ） 

ａ 県から提供するワードファイルの講評原稿及びレイアウト案をもとに教科書体 

にて作成すること。 

（キ）懸垂幕及び立看板 

各開催会場に設置する立看板を作成する。作成した立看板、及び県が提供する懸垂



 

 

幕を設置する。（設置場所、設置期間は別紙１及び別紙１（別表）を参照。） 

ａ 立看板は、県から提供する版下データをもとに作成する。 

             ｂ それぞれの開催館の会期前に設置し、会期後に撤去すること。 

        ｃ 設置、撤去の際は必ず県と連絡を取ることとし、期日を厳守すること。 

        ｄ 設置前に別途指示する設置場所を確認し、風雨等に耐えるものとすること。 

        ｅ 設置期間中、業者の瑕疵により破損等が生じた場合は、当課職員の指示に従い速や

かに修復すること。 

            ｆ 倉吉博物館及び県立博物館の懸垂幕設置については、左右に等間隔 4 箇所に鳩目を

つけ、上下にスチールパイプ等を取り付け、既存の懸垂幕設置枠に設置できるよう

に細工すること。また、県立博物館の立看板設置に際しては、受注者で鳥取市役所

所管課にて道路占有許可を得ること。 

（ク）入賞賞状 

入賞者の賞状を作成し、特別賞、知事賞及び教育長賞については、別途指示する日

までに県に納品するとともに、奨励賞については、受賞者もしくは学校・団体宛に

県が購入する副賞とともに送付すること。 

ａ 県から提供する用紙に教科書体にて印刷すること。 

ｂ 「ウ 審査会」以降に受注者が作成する入選作品リストをもとに作成することになる

ため、すべての記載内容の確定は１１月中旬の予定とする。 

ｃ 賞状の記載は全て印刷とする（入賞者の部門・氏名を差込み印刷）。 

ｄ 表彰者（鳥取県知事及び鳥取県教育委員会教育長）の公印は朱色で刷り込み印

刷する。 

ｅ 特殊な漢字に関しては、別途提供する修正一覧をもとに正確に作成すること。 

ｆ 受賞者への配布後に修正がある場合は、再度作成し納品すること。   

（ケ）入選賞状 

県が作成した入選賞状及び記念品を、入選者もしくは学校・団体宛に送付する。 

（コ）受賞者用手提げバッグ及び賞状用筒購入 

表彰式出席者用に手提げバッグ及び賞状用筒を購入し、表彰式前日に表彰式会場に

納入する。 

（サ）記念写真 

県が業者を手配し、表彰式で撮影した記念写真を、表彰式出席者（６０名程度）に

送付する。 

ａ 送付先データは県から提供する。 

（シ）返却用封筒 

      個人出品者の作品返却用に封筒を購入する。 

      ａ 作品によりサイズが異なるため、封筒で対応できないものは、別途資材等を用

い梱包を行うこと。 

 

３ 県及び受注者の責任の分担 

  県及び受注者の分担は、原則として、次の表の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の担当

の欄に記載された者が負う者とする。 

 

 



 

 

 

業務内容 県の業務 受注者の業務 

運営委員会の開催 (1)運営に係る事項の決定 

(2)審査員決定 

－ 

広報・募集 (1)開催要項の内容決定及び作 

  成 

(2)ポスターの作成 

(3)チラシのデザイン作成 

(4)出品申込一覧表様式の作成

及びホームページへの掲載 

(1)開催要項の配布 

(2)ポスターの配布 

(3)チラシの作成及び配布 

作品の受付 (1) 会場手配 

(2) 会場使用料の支払い 

(3) 個人出品データの受付、受

注者への提供 

 

(1)学校・団体出品データ事前受付 

(2)受付作品リストの作成及び管理 

(3)作品の集荷及び保管 

(4)運営マニュアルの作成 

(5)受付会場の運営及び管理 

審査会の開催 (1)審査会運営 

(2)運営委員、審査員対応 

(3)運営マニュアルの作成 

(4)審査結果リスト及び入選作

品リストの作成、受注者への

提供 

(5)入賞・入選者への結果通知 

(1)審査会準備 

(2)審査会運営補助（審査員の昼食

弁当の用意を含む） 

(3)受賞作品写真の撮影 

表彰式の開催 (1)表彰式運営 

(2)運営委員・審査員対応 

(3)副賞の購入 

(4)入選賞状及び記念品の作成 

(5)記念写真の撮影 

(1)入賞賞状の作成及び送付 

(2)副賞の送付 

(3)入選賞状及び記念品の送付 

(4)表彰式会場設置補助 

(5)記念写真の送付 

展覧会の開催 (1) 展示作品用台紙の提供 

(2) 会場手配 

(3) 展示立ち合い及び最終確認 

(4) 目録の作成 

(5) アンケートの作成 

(1) 展示作品準備 

(2)会場展示レイアウト作成 

(3)搬入・展示・撤去 

(4)受付及び立看板の作成・設置 

(5)懸垂幕の設置 

(6)会場看視、受付業務 

(7)講評・作品キャプションの作成 

(8)アンケートの収集 

(9)展示会場使用料の支払い（西部 

会場） 

作品返却 － 作品返却 

 

  

 



 

 

【契約に係る注意事項等】 

４ 提出書類 

（１）受注者は、契約締結後速やかに次の書類を作成し、県に提出すること。 

  ア 事業計画書 

  イ 実施管理責任者、連絡事項担当者及び各業務担当者一覧表 

  ウ 運営マニュアル 

  エ その他、県が必要に応じて指定する書類 

（２）受注者は、次のいずれかに該当するときは、別記様式による完了報告書を県に提出すること。 

   ア 委託事業が終了したときは、完了した日から１４日以内に完了報告書を提出すること。 

   イ 委託事業を中止し又は廃止したときは、中止又は廃止した日から１４日以内に完了報告書を提

出すること。 

 

５ 仕様書遵守に要する経費 

この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。 

 

６ その他 

この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、県と受注者が

協議して定めるものとする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別記） 

個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人の

権利利益を侵害することのないよう個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法

律第57号）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）を適正に取り扱わなけ

ればならない。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 

２ 乙は、業務に従事している者又は従事していた者（以下「従事者」という。）が、当該

業務に関して知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 （目的外保有・利用の禁止） 

第３条 乙は、業務の目的以外の目的のために、業務に関して知り得た個人情報を保有し、

又は利用してはならない。 

（第三者への提供の禁止） 

第４条 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を第三者に提供

してはならない。 

（再委託等の禁止） 

第５条 乙は、業務を第三者（乙の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１項第

３号に規定する子会社をいう。）を含む。）に委託し、又は請け負わせてはならない。た

だし、あらかじめ甲が書面により承諾した場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合、乙は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を

前項の第三者（以下「再委託先」という。）にも遵守させなければならない。この場合に

おいて、乙は、再委託先における個人情報の取扱いを管理し、監督しなければならない。 

（個人情報の引渡し） 

第６条 業務に関する甲乙間の個人情報の引渡しは、以下の日時及び場所で行うものとす

る。 

【出品申込一覧表及び出品申込書の引き渡し】 

 ・１０月２８日（月）の午後４時（倉吉体育文化会館） 

【出品一覧表のデータの引き渡し】 

 ・作品受付後、１０月１８日（金）まで 

２ 乙は、業務を行うために甲から個人情報の引渡しを受けるときは、甲に対し当該個人情

報を預かる旨の書面又は電磁的記録を交付しなければならない。 

（複製・複写の禁止） 

第７条 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務において利用する個人情報（業務を行うた

めに甲から引き渡され、又は乙が自ら収集した個人情報をいう。以下同じ。）を複写し、

又は複製してはならない。 

（安全管理措置） 

第８条 乙は、業務において利用する個人情報を取り扱うに当たり、甲と同等の水準をもっ



 

 

て、当該個人情報の漏えい、滅失、毀損又は不正な利用（以下「漏えい等」という。）の

防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなら

ない。 

（事故発生時における報告） 

第９条 乙は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれ

があることを知ったときは、当該事故の発生に係る乙の責めに帰すべき事由の有無にかか

わらず、直ちに甲に対し報告し、その指示に従わなければならない。 

２ 甲は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じ

て当該事故に関する情報を公表することができる。 

（個人情報の返還等） 

第10条 乙は、この契約又は業務の終了時に、業務において利用する個人情報を、直ちに甲

に対し返還し、又は引き渡すものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、この契約又は業務の終了時に、甲が別に指示したときは、乙

は、業務において利用する個人情報を廃棄（消去を含む。以下同じ。）するものとする。

この場合において、乙は、個人情報の廃棄に際し甲から立会いを求められたときは、これ

に応じなければならない。 

３ 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報が記録された電

磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報の判読及び復元を不可能とするために

必要な措置を講じなければならない。 

４ 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄したときは、廃棄した日時、担当者、方法

等を記録するとともに、甲の求めに応じて、当該記録の内容を甲に対し報告しなければな

らない。 

（定期的報告） 

第11条 乙は、甲が定める期間ごとに、この特記事項の遵守状況について書面で報告しなけ

ればならない。第５条第１項ただし書により再委託先がある場合も、同様とする。 

（監査） 

第12条 甲は、業務において利用する個人情報の取扱いについて、この特記事項の遵守状況

を検証し、又は確認するため、乙（再委託先があるときは、再委託先を含む。以下この条

において同じ。）に対して、実地における検査その他の監査を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して、必要な情報を求め、又は業務に関し必要

な指示をすることができる。 

（実地検査） 

第13条 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他

の個人情報の安全の確保に係る事態が発生した場合には、乙に対して実地における検査を

行う。 

２ 乙は、前項の検査にあたり甲の指示に基づき、個人情報の管理体制等を報告するととも

に、保有個人情報の漏えい等が生じた原因の究明のための調査を行わなければならない。 

３ 甲は、実地検査が終了したときは、乙に対して実地検査の実施状況及び改善すべき事項

について通知し、乙は再発防止のための措置を直ちに講じなければならない。 

（損害賠償） 

第14条 乙の責めに帰すべき事由により、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情



 

 

報保護条例（令和４年鳥取県条例第29号）又はこの特記事項の規定の内容に違反し、又は

怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を

賠償しなければならない。 

２ 乙又は乙の従事者（再委託先及び再委託先の従事者を含む。）の責めに帰すべき事由に

より、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、乙は、これに

より第三者に生じた損害を賠償しなければならない。 

３ 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償したときは、乙は遅滞なく

甲の求償に応じなければならない。 

（契約解除） 

第15条 甲は、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例又はこの特記事

項の規定の内容に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除すること

ができるものとする。 

（死者情報の取扱い） 

第16条 乙が業務を行うために死者情報（鳥取県個人情報保護条例第２条第１項第６号に規

定する死者情報をいう。以下同じ。）を利用する場合における当該死者情報の取扱いにつ

いても、第２条から前条までと同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

完了報告書 
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 鳥取県知事                  様 
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                          主たる事務所の所在地 

                  申請者  法人等の名称 

                       代表者氏名 
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 第２２回鳥取県ジュニア美術展覧会運営業務について、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１ 委託業務に関する業務報告 

 

２ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別記様式） 


